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公布 条例

◇ 鳥取県民 迷惑 犬又 猫 飼育 規制 関 条例（ ）（県民生活課）……………

◇鳥取県民 迷惑 犬又 猫 飼育 規制 関 条例

目的（第 条関係）

条例 、多数 犬又 猫 飼育 行為 必要 規制 行 、 県民 健康 文化的

生活 確保 図 目的 。

定義（第 条関係）

条例 「多頭飼育」 、犬又 猫 飼育 行為 、飼育 犬 数若 猫 数

又 数 合算 数（生後 日未満 犬及 猫 数 除 。） 以上

。

規制地域 指定（第 条関係）

（ ） 知事 、住民 生活環境 保全 多頭飼育 禁止 必要 認 住居 集合

地域 他 地域 、規制地域 指定 。

（ ） 知事 、（ ） 規制地域 指定 、 旨及 区域 告示

。

（ ） 市町村長 、知事 対 、（ ） 規制地域 指定 申 出 。

（ ）（ ）及 （ ） 、（ ） 指定 規制地域 変更又 廃止 同様 。

多頭飼育 禁止（第 条関係）

何人 、 （ ） 指定 規制地域内 、多頭飼育 行 。

経過措置（第 条関係）

一 地域 （ ） 規制地域 指定 際現 規制地域内 多頭飼育 行 者

、当該指定 日 日間 、多頭飼育 行 。

罰則（第 条関係）

違反 者 、 月以下 懲役又 万円以下 罰金 処 。

施行期日

条例 、公布 日 施行 。
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鳥取県民 迷惑 犬又 猫 飼育 規制 関 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県民 迷惑 犬又 猫 飼育 規制 関 条例

（目的）

第 条 条例 、多数 犬又 猫 飼育 行為 必要 規制 行 、 県民 健康 文化的

生活 確保 図 目的 。

（定義）

第 条 条例 「多頭飼育」 、犬又 猫 飼育 行為 、飼育 犬 数若 猫 数

又 数 合算 数（生後 日未満 犬及 猫 数 除 。） 以上 。

（規制地域 指定）

第 条 知事 、住民 生活環境 保全 多頭飼育 禁止 必要 認 住居 集合 地

域 他 地域 、規制地域 指定 。

知事 、前項 規定 規制地域 指定 、 旨及 区域 告示 。

市町村長 、知事 対 、第 項 規定 規制地域 指定 申 出 。

前 項 規定 、第 項 規定 指定 規制地域 変更又 廃止 準用 。

（多頭飼育 禁止）

第 条 何人 、前条第 項 規定 指定 規制地域内 、多頭飼育 行 。

（経過措置）

第 条 一 地域 第 条第 項 規定 規制地域 指定 際現 規制地域内 多頭飼育

行 者 、当該指定 日 日間 、前条 規定 適用 。

（罰則）

第 条 第 条 規定 違反 者 、 月以下 懲役又 万円以下 罰金 処 。

附 則

条例 、公布 日 施行 。
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